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全
国
港
湾
は
、
か
ね
て
よ
り

労
働
組
合
法
に
基
づ
く
法
人
化

に
取
り
組
ん
で
い
た
。

昨
年
九
月
の
定
期
大
会
で
連

合
会
規
約
の
改
定
が
承
認
さ
れ

た
事
を
ふ
ま
え
、
十
一
月
九
日

に
東
京
都
労
働
委
員
会
に
対
し

て
、
労
働
組
合
資
格
証
明
を
求

め
て
申
請
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
昨
年
十
二
月
十
五
日
に
適

合
の
決
定
を
受
け
、
十
二
月
十

七
日
に
資
格
証
明
書
が
交
付
さ

れ
た
。
こ
の
資
格
証
明
を
受
け

て
、
今
年
一
月
八
日
の
東
京
都

法
務
局
に
労
働
組
合
法
人
登
記

の
申
請
を
行
っ
た
。

そ
の
後
、
法
務
局
よ
り
一
月

十
九
日
を
目
途
に
登
記
完
了
が

行
わ
れ
る
旨
の
書
類
を
受
取

り
、
一
月
二
十
五
日
に
登
記
証

明
書
の
交
付
を
受
け
、
規
約
通

り
「
法
人
化
」
が
実
現
し
た
。

随
筆
の
題
材
を
何
に
し
ま
し

ょ
う
か
と
思
い
悩
み
、
先
日
時

間
的
に
余
裕
が
生
ま
れ
、
ふ
と

思
い
立
ち
横
浜
の
山
下
公
園
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。

山
下
公
園
は
、
関
東
大
震
災

（
一
九
二
三
年
、
大
正
十
二
年
）

の
復
興
事
業
と
し
て
市
内
の
瓦

礫
な
ど
を
四
年
が
か
り
で
埋
め

立
て
、
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五

年
）
に
開
園
し
た
と
聞
き
及
ん

で
い
ま
す
。
海
へ
の
眺
望
も
よ

く
、
横
浜
で
は
も
っ
と
も
有
名

な
公
園
で
す
。
海
に
向
か
っ

て
、
右
手
が
山
下
ふ
頭
、
左
手

が
大
桟
橋
、
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
も

見
え
ま
す
。
大
桟
橋
の
た
も
と

に
は
、
全
横
浜
港
湾
事
務
所
が

入
っ
て
い
る
波
止
場
会
館
が
あ

り
ま
す
。

公
園
右
手
隅
、
山
下
ふ
頭
の

手
前
に
は
、
貨
客
船
「
日
本
郵

船
氷
川
丸
」
が
係
留
さ
れ
て
い

ま
す
。
メ
モ
リ
ア
ル
の
プ
レ
ー

ト
に
は
、
「
日
本
郵
船
が
一
九

三
〇
年
に
シ
ア
ト
ル
航
路
用
に

建
造
」
と
書
か
れ
、
奇
し
く
も

山
下
公
園
の
誕
生
と
時
が
同
じ

な
よ
う
で
す
。
メ
モ
リ
ア
ル
の

続
き
に
は
、
「
当
時
最
新
鋭
の

船
と
し
て
竣
工
し
、
船
齢
三
十

年
に
達
し
第
一
線
を
退
く
ま
で

に
、
太
平
洋
横
断
航
路
で
活
躍

し
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
に
引

退
し
て
山
下
公
園
に
係
留
保
存

さ
れ
、
戦
前
の
日
本
で
建
造
さ

れ
た
現
存
す
る
唯
一
の
貨
客
船

で
あ
り
、
造
船
技
術
や
客
船
の

内
装
を
伝
え
る
貴
重
な
産
業
遺

産
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
二

〇
一
六
年
に
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

確
か
私
の
記
憶
で
は
、
あ
の

喜
劇
王
「
チ
ャ
プ
リ
ン
」
（
若

い
方
は
ご
存
知
で
は
な
い
か
も

？
）
も
乗
船
、
船
旅
を
し
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。

そ
の
氷
川
丸
を
撮
影
し
て
み

ま
し
た
が
、
よ
く
見
る
と
昨
年

の
十
月
号
で
、
こ
の
欄
で
紹
介

し
て
い
る
「
ガ
ン
ダ
ム
」
が
対

峙
し
て
い
る
の
が
、
お
判
り
で

し
ょ
う
か
？
（
偶
然
で
す
が
ね

！
）動

か
な
い
氷
川
丸
と
動
く
ガ

ン
ダ
ム
の
対
峙
で
何
か
を
連
想

す
る
の
は
、
私
だ
け
で
す
か
ね

〜
？皆

様
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
色
々

神
経
を
使
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
終
息
し
た
暁
に
は
、
全

横
浜
港
湾
に
お
寄
り
し
て
、
山

下
公
園
を
眺
め
て
み
て
は
い
か

が
で
す
か
？

前
号
の
本
欄
⑱
で
、
こ
の

協
定
の
歴
史
的
な
背
景
の
一

端
を
紹
介
し
ま
し
た
。
あ
わ

せ
て
、
港
湾
労
働
法
の
制
定

に
向
け
た
組
合
に
つ
い
て
部

分
的
で
は
あ
り
ま
す
が
紹
介

し
ま
し
た
。
こ
の
過
程
を
、

制
定
さ
れ
た
一
九
六
五
年
ま

で
を
前
史
（
第
一
期
）
、
こ

こ
か
ら
八
九
年
の
セ
ン
タ
ー

常
用
労
働
者
を
位
置
づ
け
た

新
港
湾
労
働
法
施
行
を
（
第

二
期
）、そ
し
て
、
二
〇
〇
〇

年
に
そ
の
セ
ン
タ
ー
廃
止
と

な
っ
て
今
に
至
る
の
が
第
三

期
と
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
産
別
協
定
第
十

四
条
を
紹
介
し
ま
す
。

第
十
四
条

新
港
湾
労
働

法
施
行
（
一
九
八
九
年
（
平

成
元
年
）
一
月
一
日
）
後
の

港
湾
労
働
者
に
よ
る
作
業

新
港
湾
労
働
法
施
行
（
一

九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
一

月
一
日
）
後
は
、
原
則
と
し

て
六
大
港
船
内
・
沿
岸
に
つ

い
て
は
、
企
業
常
用
労
働
者

以
外
は
、
港
湾
作
業
に
就
労

さ
せ
な
い
。
但
し
、
関
連
事

業
及
び
そ
の
他
の
項
目
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
協
議
す

る
。注

意
し
て
い
た
だ
き
た
い

の
は
、
第
二
期
に
誕
生
し
た

セ
ン
タ
ー
労
働
者
（
プ
ー
ル

常
用
労
働
者
）
の
位
置
づ
け

で
す
。セ
ン
タ
ー
労
働
者
は
、

港
湾
労
働
安
定
協
会
（
セ
ン

タ
ー
）
に
雇
用
さ
れ
た
労
働

者
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
い
う

「
常
用
港
湾
労
働
者
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ

し
、
そ
の
前
段
に
も
う
一
つ

の
協
定
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

「
新
港
湾
労
働
法
」
施
行
の

前
の
一
九
八
八
年
四
月
十
二

日
付
で
「
新
港
湾
労
働
法
施

行
後
は
原
則
と
し
て
、
企
業

常
用
と
プ
ー
ル
常
用
労
働
者

以
外
は
港
湾
作
業
に
就
労
さ

せ
な
い
」
と
の
協
定
を
締
結

し
て
い
ま
す
。
当
時
は
「
セ

ン
タ
ー
常
用
労
働
者
」
と
い

う
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
第
二
期
の
港

湾
労
働
法
が
改
定
さ
れ
第
三

期
（
現
在
の
港
湾
労
働
法
）

に
は
、
セ
ン
タ
ー
廃
止
と
い

う
大
変
な
状
況
を
迎
え
ま
し

た
。
そ
し
て
、
激
し
い
た
た

か
い
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、

セ
ン
タ
ー
労
働
と
い
う
制
度

は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
際
に
、
二
〇
〇
〇
年
十
二

月
に
な
り
ま
す
が
、
前
述
し

た
よ
う
に
八
八
年
の
協
定
に

あ
っ
た
「
プ
ー
ル
労
働
者
」

の
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
を

合
意
し
ま
す
。し
た
が
っ
て
、

現
在
の
協
定
は
、
文
字
通
り

「
企
業
常
用
以
外
は
就
労
さ

せ
な
い
」
と
い
う
考
え
方
で

整
理
す
る
こ
と
に
な
り
、「
日

雇
不
使
用
協
定
」
と
も
呼
ん

で
い
ま
す
。

こ
れ
を
、
徹
底
す
る
た
め

に
、一
七
春
闘
協
定
で
は「
六

大
港
に
お
け
る
港
湾
荷
役
現

業
に
お
け
る
原
則
『
日
雇
不

使
用
協
定
』
の
意
義
に
つ
い

て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
引

き
続
き
各
企
業
に
対
し
周
知

徹
底
を
図
る
」
と
確
認
し
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
す
れ

ば
、
十
四
条
の
両
カ
ッ
コ
内

の
日
付
は（
二
〇
〇
一
年（
平

成
十
二
年
）
四
月
一
日
）
と

す
る
方
が
今
日
的
で
あ
る
と

も
い
え
ま
す
が
、
産
別
協
定

と
し
整
理
し
た
も
の
で
す
の

で
必
要
な
手
続
き
を
経
て
変

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
前
回
の
本
欄
（
解

説
⑱
）
に
お
い
て
「
新
港
湾

労
働
法
（
労
働
省
職
安
局
長

岡
部
晃
三
著
）
」
の
序
文
を

引
い
て
、
戦
前
・
戦
後
の
港

湾
労
働
は
、
圧
倒
的
多
数
の

日
雇
い
労
働
者
に
よ
っ
て
担

わ
れ
、
そ
こ
に
手
配
師
・
中

間
搾
取
が
横
行
す
る
だ
け
で

な
く
、波
動
性
へ
の
対
応
は
、

常
用
労
働
者
、
日
雇
い
労
働

者
を
問
わ
ず
昼
夜
敢
行
（
強

行
）
の
連
続
で
、
「
言
語
に

絶
す
る
」
「
苛
酷
」
な
も
の

だ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
港
湾
労

働
法
の
制
定
の
要
求
は
、
現

場
の
生
々
し
い
現
実
か
ら
発

せ
ら
れ
た
、
悲
痛
な
叫
び
と

も
い
る
も
の
だ
っ
た
と
想
像

で
き
ま
す
。

こ
の
港
湾
労
働
法
制
定
の

た
た
か
い
の
先
頭
に
立
っ
て

奮
闘
さ
れ
、
全
国
港
湾
議
長

を
務
め
ら
れ
た
吉
岡
徳
治
さ

ん（
故
人
）は
、
こ
の
闘
争
に

「
立
ち
上
が
っ
た
の
は
、
法

律
に
よ
っ
て
日
雇
い
労
働
者

を
職
安
に
登
録
、
職
安
を
通

し
て
就
労
さ
せ
、
港
か
ら
暴

力
手
配
師
を
追
放
し
、
港
に

夜
明
け
を
勝
ち
取
る
た
め
で

あ
っ
た
。
…
要
求
か
ら
ダ
ウ

ン
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
も
…
一
万
三
千
人
の
登

録
労
働
者
を
組
織
し
暴
力
手

配
師
を
追
放
し
た
こ
と
は
大

き
な
勝
利
だ
っ
た
…
港
全
体

の
労
働
条
件
の
底
上
げ
に
重

要
な
役
割
を
果
し
た
」
と
述

懐
さ
れ
て
い
ま
す（「
全
港
湾

五
十
年
の
あ
ゆ
み
」
よ
り
）。

そ
の
港
湾
労
働
法
は
、
八

九
年
の
新
港
湾
労
働
法
と
な

っ
て
セ
ン
タ
ー
常
用
制
度
が

誕
生
し
て
登
録
労
働
者
が
セ

ン
タ
ー
労
働
者
と
し
て
常
用

化
さ
れ
（
第
二
期
）
、
二
〇

〇
〇
年
の
規
制
緩
和
に
よ
っ

て
「
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
」

が
廃
止
と
な
る
（
第
三
期
）

と
い
う
変
遷
を
た
ど
り
ま
す

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現

在
の
協
定
は
、文
字
通
り「
企

業
常
用
以
外
は
就
労
さ
せ
な

い
」
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も

の
で
す
。
次
回
は
、
こ
の
安

定
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
に
伴
っ

て
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
波
動

性
に
対
応
す
る
た
め
に
常
用

労
働
者
派
遣
制
度
を
設
置
し

た
港
湾
労
働
法
第
三
期
の
特

徴
を
盛
り
込
ん
だ
産
別
協
定

第
十
五
条
と
、
そ
れ
を
補
完

す
る
十
六
条
の
そ
の
他
の
雇

用
安
定
制
度
に
進
む
こ
と
に

し
ま
す
。

連
合
会「
法
人
化
」実
現

連
合
会「
法
人
化
」実
現

新港湾労働法施行後の
港湾労働者による作業
新港湾労働法施行後の
港湾労働者による作業

港湾産別協定●⑲港湾産別協定●⑲
～第三章・第十四条～～第三章・第十四条～

リ
レ
ー
随
筆

リ
レ
ー
随
筆

「
動
か
な
い
…
？
VS
動
く
…
？
」

「
動
か
な
い
…
？
VS
動
く
…
？
」


